
 

- 1 - 

第４期渋川市地球温暖化対策実行計画及び 

渋川市環境物品等調達方針に基づく令和６年度実績 

 
 
　市は、一事業者・一消費者の立場から温暖化対策に取り組む必要があり、市全体の

温室効果ガスの削減に寄与することを目的として、令和５年３月に「第４期渋川市地

球温暖化対策実行計画」（以下「実行計画」という。）を策定しました。 

　また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」

に基づき、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、市の全

ての所属が環境に配慮した物品の調達（以下「グリーン購入」という。）を計画的に

推進し、市の事務事業によって発生する環境負荷の低減を図ることを目的として、平

成３０年２月に渋川市環境物品等調達方針（以下「調達方針」という。）を定めまし

た。 

　実行計画及び調達方針に基づく令和６年度実績を下記のとおり報告します。 

　なお、今後、ＨＰにおいて公表を予定しています。 

 

１　実行計画の概要（基本的事項） 

（１）　基準年度・期間 

基準年度：平成２５（２０１３）年度 
計画期間：令和５（２０２３）年度から令和１２（２０３０）年度までの８年間 

（２）　対象範囲 

市の行う全ての事務事業 

（３）　対象とする温室効果ガスの種類 

削減の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３

項に規定される物質のうち、市の事務事業との関連が高い以下４項目とします。 

（４）　温室効果ガス排出量の削減目標 

令和１２年度までに、基準年度（平成２５年度）と比較して事業系部門を除き６

０％削減することを目標としています。 

 

 ガスの種類 事務事業における主な発生要因

 
二酸化炭素 CO2

・化石燃料（ガソリン、灯油等）の使用 

・電気の使用

 
メタン CH4

・自動車の走行 

・施設における下水の処理

 
一酸化二窒素 N2O

・自動車の走行 

・施設における下水の処理

 ハイドロフルオロカーボン HFC ・カーエアコンの使用
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２　令和６年度の温室効果ガス排出量 

（１）　概要 

実行計画において対象としている市が管理する施設等で行われた事務事業に伴う温

室効果ガス総排出量は、以下のとおりとなりました。 

※t-CO2とは、温室効果ガスの排出量を表す単位 

 

 基礎排出係数を用いた算定値 　　９，６１６ t-CO2

 調整後排出係数を用いた算定値 　　９，６１６ t-CO2

 ■温室効果ガス排出量の算定について 

ア　電気使用に伴う二酸化炭素排出量の算定 

　電気小売事業者から供給された電気を使用している場合、基本的に地球温暖化対策推進法

施行令第３条第１項第１号ロの規定に基づき毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係

数を使用して温室効果ガス排出量を算定する必要があります。 

【算定式】電気の使用に伴う二酸化炭素（CO2）の排出量（t-CO2） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　＝電気の使用量（kWh）×排出係数（t-CO2/kWh） 

 

イ　算定に用いる２種類の排出係数 

　令和３年１０月２２日に改定された政府実行計画では、「再生可能エネルギー電力の調達

等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果

ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せ

て公表するものとする。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の

達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとす

る。」と記載されています。 

　そのため、地方公共団体実行計画（事務事業編）においても「基礎排出係数を用いて算定

された温室効果ガス総排出量」に加え、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガス

の総排出量」を併せて公表することとなり、評価も可能とされています。 

　なお、基礎排出係数と調整後排出係数には以下の違いがあります。 

①基礎排出係数 

　電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電に伴う燃料の燃焼により排出され

た二酸化炭素の量を、当該電気事業者が供給した電力量で除して算出した排出係数 

②調整後排出係数 

　京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量及び固定価格買取制度（ＦＩＴ）等の

環境価値分による控除分を反映して算出した係数排出 

なお、令和７年１月２１日に環境省が通知した「令和７年度からの温室効果ガス排出量

算定・報告・公表制度の変更点について」により電気事業者が従来提供していた基礎排出

係数に、電気事業者及が調達した非化石証書・グリーン証書・再エネ由来Ｊ-クレジット

の環境価値を反映させた「基礎排出係数（非化石電源調整済）」を用いて算定することと
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令和６年度における渋川市の温室効果ガス総排出量は、調整後排出係数による算出

方法で９,６１６t-CO2となり、基準年度比５６.４％の削減実績となっています。 

　令和５年度に比して、総電力使用量が減少している一方で、温室効果ガス総排出量

が増加しているのは基礎排出係数と調整後排出係数の改正によるものです。 

　なお、これ以降、特別な断りがない限り、温室効果ガス排出量等の各種実績値は調

整後排出係数により算定された数値を用いることとします。ただし、算定数値等を排

出係数ごとに区別する必要がある場合、基礎排出係数で算出された数値等には（基）

を、調整後排出係数で算出された数値等には（調）を付すこととします。 

 

 

 表1　令和5年度と令和6年度の電力使用量 

 

表2　令和5年度と令和6年度の基礎排出係数、調整後排出係数　(単位:t-CO2/kWh) 

※1　令和5年度においてはメニューL（残差） 

※2　令和5年度においてはメニューH（残差） 

 

 

 

 なりました。 

　本市は、特定排出者（事業者全体で常時使用する従業員の数が２１人以上である事業者で

あって、かつ事業所ごとの温室効果ガスの種類ごとの排出量が二酸化炭素換算で３,０００

ｔ以上）に指定されていることから、基礎排出係数及び調整後排出係数を用いた温室効果ガ

ス排出量を算定・公表しなければなりません。

 令和 5年度 令和 6年度

 総電力使用量 24,236,249.9kWh 23,503,195.7kWh

 その他電力使用量 16,994,334.9kWh 16,333,593.7kWh

 非化石証書付き電力使用量 7,241,915.0kWh 7,169,602.0kWh

 基礎排出係数 調整後排出係数

 令和 
5 年度

令和 
6 年度

令和 
5 年度

令和 
6 年度

 東京電力 EP（株） 

メニューN（残差）※1
0.000457

0.000431 0.000390 0.000431

 東京電力 EP（株） 

メニューD（残差）
0.000000 0.000000 0.000000

 シナネン（株） 

メニューI（残差）※2
0.000228 0.000429 0.000266 0.000429
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表 3　基準年度以降の温室効果ガス総排出量実績 

※平成25年度は調整後排出係数により温室効果ガス排出量を算定していない（基礎排出係数のみ
の算定）ため、記載がない。 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

（２）　とりまとめ結果の内容 

　ア　項目別温室効果ガス排出量 

令和６年度における項目別の温室効果ガス排出量を表４に、総排出量に占める燃

料項目別の割合を図２に示しています。排出割合の大きな活動では、「電気」の使

用が全体の約７３.２％、「液体燃料」の使用が全体の約１２.１％を占めている状

況であり、次いで「下水処理」、「気体燃料」、「公用車」となっています。 

 
年　度

平成25年度 
（基準年度）

令和5年度 令和6年度 令和7年度
令和8年度 
(見直し)

・・・
令和12年度 
（目標年度）

 総排出量 
（t-CO2）

22,070
13,900(基) 9,616(基)　 － － ・・・ 8,863 

(目標値)  9,508(調) 9,616(調)　 － － ・・・

 削減率 
（％）

－ 56.9 56.4 － － ・・・ 60(目標)

図 1　基準年度以降の温室効果ガス総排出量の推移
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表 4　項目別温室効果ガス排出量及び基準年度・前年度との比較 

※削減率のマイナス値は温室効果ガスが増加していることを意味する。 
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。 
 

 

 

 
 
※端数処理の関係で合計が100％にならない場合がある。 

 

 項　目 排出量（t-CO2）
構成比 
（％）

削減率（％）

 
平成25年度 
（基準年度）

令和5年度 令和6年度
基準年度比 前年度比

 （基） （調） （基） （調）

 全体の排出量 22,070 13,900 9,508 9,616 9,616 100.0 56.4 -1.1

 電気 15,298 10,954 6,562 7,040 7,040 73.2 54.0 -7.3

 
気体燃料

LPG 576 374 378

7.0 12.3 2.5 都市ガス 188 313 292

 小計 764 687 670

 

液体燃料

ガソリン 409 255 254

12.1 77.2 24.3

 軽油 303 142 125

 灯油 1,779 712 415

 A重油 2,606 427 368

 小計 5,097 1,536 1,162

 
公用車

自動車の走行 18 10 9

0.1 43.5 7.1 カーエアコン 5 4 4

 小計 23 14 13

 
下水処理

終末処理場の処理 507 355 367

7.6 17.6 -2.8 浄化槽の処理 380 354 364

 小計 887 709 731

図 2　総排出量に占める燃料項目別の割合（左：平成 25年度、右：令和 6年度）
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基準年度と比較すると、温室効果ガスの排出量は、前述のとおり５６.４％の削

減を達成しています。 

＜基準年度比で温室効果ガス排出量が減少した主な要因＞ 

・　計画期間内の市有施設の民間譲渡、解体及び休館による削減効果 

表5　計画期間内に民間譲渡、解体及び休館された主要な施設 

・　電気事業者の基礎排出係数の引下げによる削減効果 

・　「電気」では、基礎排出係数、調整後排出係数がともに０となる「佐久発電所由 

来非ＦＩＴ非化石証書付き電力（以下「非化石証書付き電力」という。）」を令和

４年９月より市有施設６５か所への調達を開始し、使用電力の実質再エネ化及び実

質ＣＯ２フリー化の取組を行ったこと等によるもの 

 

また、前年度と比較して削減されている項目は、「液体燃料」（－２４．３％）

及び「公用車」（－７．１％）、「気体燃料」（－２．５％）の３項目でした。一

方で、「電気」（＋７．３％）、「下水処理」（＋２．８％）については、温室効

果ガス排出量が増加しました。全体では、「電気」の排出係数による増加分が他の

削減効果を上回ったため、前年度比１．１％の増加となりました。 
 
＜前年度比で項目別で温室効果ガス排出量が減少した主な要因＞ 

・　「液体燃料」では、令和６年度の冬は日照時間が増加傾向であったため、体感温

度が上昇し、施設で暖房器具を利用する機会が減少したと考えられる。 

 

＜前年度比で項目別で温室効果ガス排出量が増加した主な要因＞ 

・　「下水処理」では、新型コロナウイルス「感染症が感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」上の５類感染症に移行後、約１年が経過し、観光客

が増加傾向にあるため増加したと考えられる。 

 

 年度 施設名 理由

 平成25 特別養護老人ホーム清流の郷 民間譲渡

 平成27 赤城総合支所、赤城議会庁舎 解体

 平成30 伊香保行政センター 解体

 令和元 スカイテルメ渋川 民間譲渡

 令和元 ユートピア赤城 民間譲渡

 令和元 赤城の湯ふれあいの家 民間譲渡

 令和3 北橘温泉ばんどうの湯 民間譲渡

 令和4 白井温泉こもちの湯 解体

 令和 5 ＳＵＮおのがみ 休館
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イ　月別の温室効果ガス排出量 

図３は、令和５年度及び令和６年度の温室効果ガス排出量の時系列（月別）グラ

フです。

 

　ウ　温室効果ガスの種類別排出量 

令和５年度においては、温室効果ガス構成比のうち９０％以上が二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）となっており、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）及びハイドロフ

ルオロカーボン（ＨＦＣ）は５％未満でした。（表６） 
表 6　温室効果ガス種類別排出量及び構成比 

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。 
 

 

 
温室効果ガス種類

平成25年度（基準年） 令和6年度

 排出量（t-CO2） 割合（％） 排出量（t-CO2） 割合（％）

 二酸化炭素 
（CO2）

21,160 95.6 8,873 92.3

 メタン 
（CH4）

539 2.6 470 4.9

 一酸化二窒素 
（N2O）

366 1.8 269 2.8

 ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ 
（HFC）

5 0.0 4 0.0

 合計 22,070 100.00 9,616 100.00

図 3　月別温室効果ガス排出量（左：令和 5年度、右：令和 6年度）
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（３）　温室効果ガス排出量削減措置について 

　本市が実施している温室効果ガス排出量の削減に資する取組及びその実施により推

定される削減効果を以下のとおり取りまとめました。 
　ア　太陽光発電の自家消費による削減効果 

本市では、市有施設６か所において太陽光発電設備を稼働しており、一部発電量

を自家消費することによって、使用電力量の削減を図っています。太陽光発電によ

り推定される削減効果の評価は表７のとおりです。 
なお、令和４年１月から渋川幼稚園は設備不良により発電量が半減し、令和５年

７月から北部学校給食共同調理場は設備不良により発電量の確認ができていませ

ん。 
表 7　太陽光発電による削減効果 

※削減量は、自家消費量（kWh）×0.000431（t-CO2/kWh）（上記施設が契約している東京電力エ
ナジーパートナー（株）の令和6年度基礎排出係数）により算出している。 
 
　イ　非化石証書付き電力の調達による削減効果 

令和４年９月より一部の市有施設に対して非化石証書付き電力を調達しており、

当該施設で使用する電力の実質ＣＯ２フリー化を図っています。非化石証書の調達

では、渋川市北橘町にある佐久発電所（水力電源）由来の環境価値を活用し、「環

境価値の地産地消」スキームを構築しています。非化石証書付き電力の調達により

推定される削減効果の評価は表８のとおりです。 

 
表 8　非化石証書付き電力の調達による削減効果 

※削減量は、非化石証書調達量（kWh）×0.000431（t-CO2/kWh）（上記施設が契約している東京
電力EP（株）の令和6年度基礎排出係数）により算出している。 
 
 

 

 
施設名

発電量 

（kWh）

自家消費量 

（kWh）

推定削減量 

（t-CO2）

 環境学習多目的施設 3,804.0 1,199.0 0.5

 小野上体育館 12,846.0 2,880.0 1.2

 南部学校給食共同調理場 32,988.4 32,988.4 14.2

 北部学校給食共同調理場 (設備不良) 未確認

 渋川幼稚園 3,827.0 0.0（全量売電） 0.0

 赤城公民館 20,559.9 17,836.9 7.7

 計 23.6

 
調達施設数

市全体の使用電力量 

（kWh）

非化石証書調達量 

（kWh）

推定削減量 

（t-CO2）

 65施設 23,503,195.7 7,169,602.0 3,090.1
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３　渋川市環境物品等調達方針に基づく令和６年度実績 

標記方針に基づき、環境に配慮した製品の購入・調達における対象品目、判断基準

等を定めた渋川市グリーン購入推進ガイドラインによる各所属のグリーン購入の実施

状況について集計した結果は、表９のとおりです。 

項目別では購入実績のあった１６品目のうち、「紙類」、「オフィス家具等」、「画

像機器等」、「オフィス機器等」、「消火器」の５品目で前年度よりグリーン購入調達

率が上昇しました。 

一方、「パソコン等」、「自動車等」、「インテリア・寝装寝具」は調達率が低く

なりました。 

今後も引き続き渋川市グリーン購入推進ガイドラインに規定する対象品目及び判断

基準の適正な運用について周知を行うことで、グリーン物品の購入を推進します。 

 

表 9　グリーン購入調達実績 

※調達率（％）＝グリーン物品調達数／対象品目総調達数（グリーン購入実施品目＋グリーン購入
未実施品目）×100 

 

 分　類 令和5年度調達率（％） 令和6年度調達率（％）

 紙類 99.0 99.4

 文具類 93.6 92.9

 オフィス家具等 20.0 100.0

 画像機器等 91.9 94.2

 パソコン等 95.2 60.1

 オフィス機器等 97.2 99.2

 家電製品 購入なし 100.0

 エアコン等 購入なし 100.0

 温水器等 90.7 購入なし

 照明器具等 85.1 84.9

 自動車等 100.0 57.1

 消火器 99.9 100.0

 制服・作業服等 100.0 0.0

 インテリア・寝装寝具 86.8 58.3

 作業手袋・その他繊維製品 購入なし 17.1

 災害備蓄用品 100.0 100.0

 設備 100.0 購入なし

 印刷物（外部発注） 99.3 96.9


